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石川県告示第252号

道路法(昭和27年法律第180号)第18条第 1項の規定により、次のとおり県道の区域を変更した。

なお、その関係図面は、平成26年 5月30日から同年6月13日まで縦覧に供する。

平成26年 5月30日

石川県知事 谷 本 正 憲

。

道 路 の 区 域 関係図面の
路線名

変 更 区 間 旧新別 敷地の幅員(m) 延長(m) 縦覧場所の

野々市西金沢
下記区域を道路区域に編入する。 県央土木

金沢市西金沢一丁目88番 4地先から 総合事務所
停車場線 3. OO~ 8.00 59. 6 

金沢市西金沢一丁目87番 1地先まで 維持管理課

金沢市押野二丁目264番 6地先から |日 4. OO~ 8.80 175.9 

" " 金沢市西金沢一丁目92番 2地先まで 新 8. 00~1 1. 20 175.9 

石川県告示第253号

次のとおり県道の供用を開始するので、道路法(昭和27年法律第180号)第18条第 2項の規定により、告示する。

なお、その関係図面は、平成26年 5月30日から同年6月13日まで縦覧に供する。

平成26年 5月30日

石川県知事 谷 本 正 憲

。

供用 開 始 の 期 日
関係図面の

路線名 供用 開始の 区間
縦覧場所

南加賀土木
草深木目場 能美郡川北町字壱ツ屋19番地先から

平成 26年 5 月 30日 総合事務所
美 ) 11 線 能美郡川北町字壱ツ屋211番地先まで

維持管理課

鶴来水島 能美郡川北町字山田先出52番地先から

" " 美 ) 11 線 能美郡川北町字壱ツ屋12番地先まで

珠洲土木
大谷狼煙 珠洲市折戸町ロ部15番 1地先から

" 事務所
飯 回 線 珠洲市折戸町ロ部17番 1地先まで

維持管理課
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平成25年度公文書の公開等の実施状況の公表

第 1270 1号

石川県情報公開条例(平成12年石川県条例第46号。以下「条例」という。)第33条の規定により、平成25年度にお

ける公文書の公開等についての実施状況を次のとおり公表する。

平成26年 5月30日

石川県知事 谷 本 正 憲

1 公文書の公開の請求等の状況
(単位:件)

区 分 件数
処 理 状 況

公開 一部公開 非公開 不存在 存否拒否 取下げ 却下

請求 1， 393 638 534 3 157 3 38 20 

申 出 570 119 435 。 l 12 3 。
合計 1， 963 757 969 3 158 15 41 20 

( r請求」は条例第 5条の規定による公文書の公開の請求を、「申出」は改正前の条例第18条第 1項の規定による

公文書の公開の申出をいう。以下同じ。)

2 請求権者等別内訳
(単位:件)

区 分 請 求 権 者 等 の 区 分 件 数

県内に住所を有する者 934 

県内に事務所等を有する団体等 445 

請求 県内に存する事務所等に勤務する者 14 

県内に存する学校に在学する者 。
実施機闘が行う事務事業に利害関係を有するもの 。

申 出 請求権者以外のもの 570 

i口k 計 1，963 

3 実施機関(部局)男IJ内訳
(単位:件)

実 施 機 関 請求件数 申出件数 実施機関 請求件数 申出件数

総 務 音日 58 12 教 育 委 員 JZK コZ 34 16 

危機 管理監室 9 。選挙管理委員会 115 8 

ノiι、 画 振 興 部 16 。監 査 委 員 。 。
県 民 文 化 局 6 。人 事 委 員 コ2ヱ三h 17 。

矢口
健 康 福 祉 部 500 440 労 働 委 員 JZK コZ 。 。
環 境 音日 36 15 収 用 委 員 JZK コZ 。 。
商 工 労 働 音日 13 。海区漁業調整委員会 。 。
観光戦略推進部 7 l 内水面漁場管理委員会 。 。

事
農 林 水 産 部 18 5 議 JZK コZ 61 。
競 ，馬 事 業 局 3 。公立大学法人 。 。
土 木 部 493 72 公 安 委 員 JZK コZ 。 。
出 納 室 。 。警 察 本 音日 長 7 

計 1， 159 545 計 234 25 

i口k 計 1， 393 570 
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4 不服申立ての状況

不服申立て件数

平成24年度から |平成 25年度の

の繰越件数 |申立て件数

63 19 

石川県公報

平成25年度個人情報保護条例の施行の状況の公表

第 1270 1号

(単位:件)

石川県個人情報保護条例(平成15年石川県条例第 2号。以下「条例」という。)第52条の規定により、平成25年度

における条例の施行の状況を次のとおり公表する。

平成26年 5月30日

1 保有個人情報の開示請求の状況

(1) 開示請求の処理状況

区 分 請求件数

書面によ る 請 求 1， 060 

口頭による請求(簡易開示) 5，987 

i口k 言十 7， 047 

(2) 開示請求の実施機関(部局)別状況

処

開示 一部開示

517 ~)32 

5，987 

6， 504 ~)32 

石川県知事 谷 本 正 憲

(単位 :件)

理 状 況

不開示 不存在 存否拒否 取下げ 却下

2 6 。 。 3 

2 6 。 。 3 

(単位 :件)

実施機関 書面による請求 口頭による請求(簡易開示) i口k 言十

総 務 音日 2 。 2 

危機管理監室 。 。 。
企画振興部 。 。 。

知 県民文化局 2 。 2 

健康福祉部 5 184 189 

環 境 部 l 。
商 工労 働部 。 11 11 

観光戦略推進部 。 。 。
農 林水産部 l 。

事 競馬事業局 。 。 。
土 木 寄E 。 。 。
出 納 室 。 。 。

計 11 195 206 

教 育 委 員 JZK コZ 1， 026 5， 660 6， 686 

選挙管理 委員会 。 。 。
監 査 委 員 。 。 。
人 事 委 員 JコKミ 3 58 61 

労 働 委 員 JコKミ 。 。 。
収 用 委 員 JコKミ 。 。 。
海区漁業調整委員会 。 。 。
内水面漁場管理委員会 。 。 。
議 JZK コZ 。 。 。
公 立大学 法 人 。 74 74 

公 安 委 員 JZK コZ 。 。 。
警 察 本 部 長 20 。 20 

i口k 言十 1， 060 5，987 7， 047 
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2 保有個人情報の訂正請求の状況

言亥当なし

3 保有個人情報の利用停止請求の状況

百亥当なし

4 不服申立ての状況
(単位 :件)

不服 申 立て件数 処 理 状 況

平成24年度から 平成 25年度の 決 r疋」一・

取下げ 審理中 未審理
の繰越件数 申 立 て件数 三Eお刃じ.' ~場~ 一部認容 棄却 却下

4 。 。 。 2 。 。 2 。
5 実施機闘が行う個人情報の取扱いに関する苦情の申出の状況

百亥当なし

予防接種を行う医師に係る公告

市町長が予防接種法(昭和23年法律第68号)第 5条第 1項の規定により行う A類疾病の予防接種について、予防接

種法施行令(昭和23年政令第197号)第4条第 1項本文の規定により当該市町長の要請に応じて当該予防接種を行う

医師の氏名及び予防接種を行う場所は、次のとおりである。

平成26年 5月30日

石川県知事 谷 本 正 憲

医師の氏名

高松優香

藤井邦裕

医師が協力を
承諾した市町

県内全域

予防接種を行う 主 たる場所

白山市白峰ノ、157番 1地 白峰診療所

羽咋郡志賀町高浜町ヤの79番地1 志賀クリニック" 

予防接種を行う医師の承諾撤回公告

市町長が予防接種法(昭和23年法律第68号)第 5条第 1項の規定により行う A類疾病の予防接種について、予防接

種法施行令(昭和23年政令第197号)第4条第 1項本文の承諾を撤回した医師の氏名及び予防接種を行う場所は、次

のとおりである。

平成26年 5月30日

石川県知事 谷 本 正 憲

医師の氏名 | 予防接種 を 行 う 主 たる場所

結城仰子 |野々市市北西部土地区画整理地内119街区 2 ののいちクリニック

承諾撤回年月日

平成26年 5月 1日

竹下八州男 " " 

労働 委員 A
E
 

石川県労働委員会告示第 2号

労働関係調整法(昭和21年法律第25号)第10条の規定に基づき、次の者を石川県労働委員会あっせん員候補者に委

嘱しているので、 労働関係調整法施行令(昭和21年勅令第478号)第4条及び労働委員会規則(昭和24年中央労働委

員会規則第 1号)第68条第 1項の規定により 告示する。

平成26年 5月30日

石 川 県 労 働 委員 会
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氏 名 現 職 備考

中村明子 弁護士 現委員

高木利定 弁護士 " 
小倉正人 北園新聞社論説委員会論説委員 " 
西 和喜雄 (社福)石川県社会福祉協議会専務理事 " 
宇都宮純 一 金沢大学大学院法務研究科教授 " 
南 高広

連合石川副会長

" 石川県私鉄パス労働組合協議会議長

国 吉 正人
連合石川副会長

" 石川県教職員組合執行委員長

加藤利行
連合石川副会長

" UAゼンセン石川県支部支部長

宮 崎浩一
連合石川副会長

" ]AM北陸副執行委員長

西田満 明 連合石川事務局長 " 
永山憲 三 (株)大日製作所代表取締役社長 " 
吉 田 園男 ヨシダ印刷(株)代表取締役会長 " 
竹中助典 (一社)石川県経営者協会専務理事 " 
中村 敬 (株)東振精機代表取締役社長 " 
小田 孝信 (株)加賀屋会長 " 
小西祥一 石川県労働委員会事務局長 現職員

源田善弘 石川県労働委員会事務局次長 " 
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